
の雇用期間の中途でなされなければならなL,1ほどの,やむを得ない事由の発

生が必要であるJとしていることから,これを周知する必要がある.

第6 仲裁合意

1伸萄法附則第4条の立法経緯
くー11将来において生ずる個別労働関係紛争に係る仲裁合意を無効とする趣旨

仲裁法附則第4一条において臥当分の臥仲裁法の施行く平成16毎3月1

自コ後に成立した伸裁合意であってl将来において生ずる個別労働廟係紛争

を対象とするものは無効とされているo

この趣旨は,将東において生ずる個別労働関嘩紛争について労働契約締結

時の合意に垂ぬることとすると1労使当事者間p情報の質及び量の格差や交
渉力の格差から対等の立場での合意が顛待し.がたく1公正でない仲裁手続が

A,合意される串それがある土と.また,そOjような賂差がある中モ労働者わ裁.

判を受ける権利の制限にもつながるという問題があること.への懸念からこ

のような取政いとされたものである.

く21消費者琴約の場合との比較
仲裁乾附則第.3条におい.ては,同じく交渉力等に格差があると考えられる

消費者と事業者との間の契約についても,将来において生ずる紛争に関する

仲裁合意の効力についての6.j外が定められているが1個別労働関係紛争に関

する仲裁合意とは異なり,将来において生ずる紛争に関する仲裁合意も有効
としつつl消費者からの解除を広く認めるものとされてt,1るo これは.消費

者契約については,仲裁蔭制定以前より建設業法に定める建設工事紛争審査

会において,事前の仲裁合意に基づく仲裁判断が-定数括用されていたこと

等によるo

2 検討の方向

個別労働関係紛争についてもへ 労働者に不利益にならない形での伸裁は1

簡易迅速な紛争解決方法として意味がある.そこで1将来におt,1て生ずる個

別労働関係轡争を対象とする仲裁合意の効力についてはl個別労働紛争解決
制度や労働審判制度の括用状況,労働市場の国際化等の動向1個別労働関係

紛争にづVTての仲裁のニ-ズ等を考慮して労働契豹上の問題として引き続き

検討すべきであり1このことを酷律上明確にすることが適当であるo
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